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総合科学技術会議評価専門調査会 

「ターゲットタンパク研究プログラム」 

評価検討会（第２回）議事概要 

 

日 時：平成１８年１０月１９日（木）１５：００～１７：０４ 

場 所：中央合同庁舎４号館 共用第２特別会議室（４階） 

出席者：手柴座長、本庶委員、黒田委員、中西委員、西島委員、藤吉委員 

欠席者：宮下委員 

事務局：清水審議官、藤嶋審議官、川口参事官他 

説明者：文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長 松尾 泰樹 

    文部科学省研究振興局ライフサイエンス課専門官 松尾 淳 

    大阪大学蛋白質研究所長 月原 冨武 

    東京大学大学院薬学系研究科教授 長野 哲雄 

    理化学研究所ゲノム科学総合研究センターＰ・Ｄ 横芝 茂之 

 

議 事：１．開 会 

    ２．第１回評価検討会の議事概要について 

    ３．文部科学省からの追加説明と質疑応答 

    ４．本研究開発において評価の論点とすべき事項・内容について 

    ５．評価コメントの提出について 

    ６．閉会 

 

（配布資料） 

  資料１ 第１回評価検討回議事概要（案） 

  資料２ 文部科学省への追加説明依頼事項 

  資料３ ターゲットタンパク研究プログラム推進 

       （文部科学省への追加説明依頼事項に対する回答） 

  資料４ 本研究開発における評価の論点（案） 

  資料５ 提出いただいた追加意見 

 

（机上資料） 

  ○ 分野別推進戦略（平成１８年３月２８日） 

  ○ 国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成１７年３月２９日） 

  ○ 科学技術基本計画（平成１８年３月２８日） 

 

議事概要： 
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【座長】皆様おそろいですので、ただいまからターゲットタンパク研究プログ

ラム評価検討会（第２回）を開催いたします。 

 今回、宮下委員がご都合で欠席です。 

 前回の検討会では、総合科学技術会議が自ら評価を行うこととなったターゲ

ットタンパク研究プログラムについて、文部科学省から概要の説明を受け、評

価の論点とすべき事項、内容等を議論いたしました。 

 本日の議事としては、ご案内のとおり、前回の検討以降出された追加説明依

頼事項に対して、再度、文部科学省から説明をいただくことです。 

 それから、本研究開発によって研究の論点とすべき事項の整理とその内容、

考え方について議論いただくことを予定しております。 

 それでは、配付資料の確認を事務局の方からお願いいたします。 

 

＜事務局から、配付資料について説明が行われた。＞ 

 

【座長】それでは、最初の議題、第１回評価検討会の議事概要（案）について

資料１のとおりです。本検討会は非公開で運営しておりますので、各委員のお

名前は伏せて公表したいと思います。 

 また、皆様の発言の部分につきましては、事前に書面でご確認いただいてお

ります。それではこの議事概要（案）、この場でご承認よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、文部科学省への追加説明依頼事項に対する説明ということで、前

回の検討会での議論及び後日提出いただいた追加意見書に基づきまして、事務

局から追加説明依頼事項を文部科学省に提出してあります。 

 追加説明依頼事項につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

＜事務局から、資料２に基づき説明が行われた。＞ 

 

【座長】各委員のニュアンスが、違っているといけませんので、座長と事務局

において似通った質問は整理し、そのまま出しております。 

 それでは、これからこの追加説明依頼事項に対しまして、文部科学省から説

明を受けることとしたいと思います。 

 それでは、お願いいたします。 

 

（文部科学省説明者入室） 
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【座長】本日はお忙しい中、本評価検討会にご対応いただきましてありがとう

ございました。 

 本日は、追加で質問させていただきました質問事項に対して、３５分程度で

説明いただき、その後、３０分ほど質疑応答の時間を予定させていただいてお

ります。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

【文部科学省】文部科学省ライフサイエンス課長の松尾でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 今日は、研究者の方で東大の長野先生、それから横山先生、それから阪大の

月原先生にもお越しいただいております。 

 今回、２６問ほど追加のご質問がありますので、もう既に委員の方にはお手

元に配付させていただいておりますので、ポイントになるような要点だけ私の

方から説明させていただきまして、あと補足を先生の方から説明させていただ

くということで、３０分弱でお願いできればと思っております。 

 お手元の資料３です。これが追加のご質問に対する資料です。２ページの問

１のｂ）というところですが、これは企業ニーズとの関係ということの問いで

す。現在、我が省の方でご提案させていただいておりますターゲットタンパク

研究プログラムですが、どういったタンパク群を設定するかという検討をして

います。これはタンパク質研究プロファイル委員会というものでありまして、

第１回目をこの１０月の初旬に開催させていただきまして、できれば１２月を

目途にその選定を行いたいと思っています。 

 その考え方ですけれども、そのプロファイル委員会において目標の設定の考

え方、対象と範囲、それからターゲットタンパク質群の判断基準について議論

をしているところです。 

 また、企業ニーズとの関係ですけれども、その整合性、実用化、これは何を

選定するかによって相当企業との乖離が出てくるわけです。したがって、委員

の中に入ってもらうというよりは、委員会においてそういった方々からの意見

を聴取し、整合性をとりながら動向を見てタンパク群の設定をしていきたいと

思っています。 

 資料４ページです。経費について、幾つかご質問がありました。現時点で研

究をする部分と技術開発の研究をする部分、２つに分けていますけれども、９

月１日で財務省の方に概算要求をしている経費を載せさせていただいておりま

すが、研究に１９億円ほど、技術開発の方に５５億円ということです。ただ、

現在のプロファイルの状況、それから技術開発の進捗に応じまして、この領域

間、それから領域内の割り振りについては柔軟に検討していきたいと思ってい

ます。 
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 資料を２ページめくっていただきますと、その具体的な中身ですが、今回、

ご要望させていただいております７４億円の内訳、年次経過が逆ではないかと

いう指摘です。 

 まず、研究と技術開発の部分ですが、ただいま申し上げましたとおりの割り

振りで、９月１日の段階では概算要求をさせていただいております。技術開発

につきましては、１にありますとおり、研究において必要となります技術、こ

れは解析が困難なタンパク質の構造解析ということですので、その技術の高度

化を早期に行う、前の方で行うということ。それから、研究の進捗に応じまし

て、そこに掲げる目標を達成するための技術開発が必要だということで、当初

１９年度から２１年度までの３カ年におきましては、技術に対して重点投資を

するという計画を立てさせていただいたものです。そして、その高度化を受け

まして、２２年度から研究の充実を図るということで、逆転をさせていただい

ているところです。 

 ただし、２にありますとおり、プログラム推進委員会において、おのおのの

目標達成を十分に検討して、その事業の実施に当たりましては、研究と技術の

予算の割り振り、年度別の配分については柔軟に対応していきたいと思ってい

ます。 

 また、今回ご指摘をいただきますれば、総合科学技術会議の結果も踏まえま

して、柔軟に対応していくということで検討していきたいと思っています。 

 下に書いておりますのは、１９年度の概算要求、９月１日時点で財務省の方

にお出しをしている予算を掲載させていただいております。 

 ７ページ目ですが、これは技術開発で４つの領域があると。特に制御につい

ての具体的な内容を明示すべしということです。３にありますとおり、制御に

つきましては、この事業において質の高い低分子化合物について、化合物、い

わゆるリガンドライブラリーを整備させていただきたいと思っています。これ

は、民間企業の方で整備しているライブラリーとは異なりまして、機能解明の

ための活性制御化合物のつくり出しを可能とするというようなことのライブラ

リーとさせていただきたいと思っておりまして、この事業終了後には広く大学

の研究者が常に利用ができるような公的なライブラリーとして、活用していき

たいと思っている次第であります。 

 １枚めくっていただきますと絵がありますが、これは後ほど長野先生の方か

ら説明をさせていただきたいと思っております。 

 また、プロジェクトの実施体制です。９ページ目ですが、前回、絵をつけさ

せていただきましたプログラム推進委員会、それからその下にターゲットタン

パクを行う研究の委員会、それから技術開発の委員会でした。評価はまた後ほ

ど説明したいと思いますが、推進におきましては、プログラム推進委員会とい



 －5－

うのを設けて、その下に課題を選定する審査委員会を設けたいと思っています。

具体的な推進におきましては、ターゲットタンパク研究を行う研究委員会、そ

れと技術開発を行う技術基盤委員会の２つのコアの委員会を設けて、それぞれ

親委員会と連携をしながら推進をしていきたいと思っています。 

 種々の反省もありまして、その研究の中、あるいは技術開発の中で日々意見

交換、それから共同で行うというような体制を構築していきたいと思っていま

す。 

 評価委員会のところですが、１１ページです。前回の資料の中ではプログラ

ム推進委員会の委員、それから評価委員会の委員にプログラム推進委員を入れ

ておりました。これは、どういった観点で入れておったかといいますと、１に

ありますとおり、評価委員会での議論を反映するということ等々をモットーと

して入れておいたわけですが、前回のご指摘も踏まえまして、プログラム推進

委員は除くというような形で明確に分業したいと思っています。ただ、ご指摘

もありましたとおり、そうなると、最先端の研究評価をどうするのかというこ

とがありますので、これはまた委員方のご意見も踏まえながら、きちんとした

評価体制が構築できるように検討していきたいと思っています。 

 １５ページです。これはターゲットタンパクの選定の検討状況の詳細を明示

すべしということです。これは先ほども申し上げましたとおり、プロファイリ

ング委員会を今開催をして、その選定の方法、あるいは考え方についてまとめ

ているところですが、具体的にどういったタンパク質群を今ピックアップして

いるのかということですが、２にありますとおり、とりあえず２つの委員会を

今動かせていただいておりまして、疾病専門委員会、それと食品・環境等専門

委員会です。 

 疾病専門委員会におきましては、６つの分野を設定いたしまして、現在、約

３,０００種の重要なタンパク質のリストアップを行っています。また、食

品・環境等専門委員会では、５つの分野から約２,０００のタンパク質のリス

トアップを行っておりまして、こういったタンパク質をもとにして、それにま

た幾つか追加をした上で最終的に年内を目途にプロファイルをして、どういっ

たタンパク質群をターゲットにすべきかということについて、検討したいと思

っています。 

 １ページめくっていただきまして、４ですが、先ほどの記載のとおり、その

中において３つの領域から選定をし、そして目標の設定の考え方であるとか、

そういったものについて確定をしたいと思っています。 

 １９ページですが、実際にその研究体制ですが、タンパク３０００プロジェ

クトとの関係、あるいは今後どう考えていくのかということです。タンパク３

０００につきましては、単独の機関、または中核となる機関プラス複数の機関
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から構成される９機関、すなわち理研プラス８大学の中核機関を設けて、構造

解析をさせていただいたわけです。今回、ターゲットタンパク研究プログラム

におきましては、公募という形で研究機関を採択させていただきたいと思って

おりまして、その公募の方針については、プログラム推進委員会において確定

をしたいと思っております。 

 前回ありましたように、やはりその拠点をつくるべきかどうかということで

すが、これは拠点をどう構築するのかにつきましても、プログラム推進委員会

あるいは総合科学技術会議のご指摘を踏まえて、一定の基本的な考え方を構築

して実施をしたいと思っています。 

 また、そのプログラム推進委員会におきましては、予算の割り振り、それか

ら研究推進戦略、あるいは年間のスケジュールの策定を総括し、全体として調

整をしていきたいと思っています。 

 今回は多くの研究者が、もしかかわるということになれば、年に数回はきち

んとそういう方々が一堂に会して集まって、意見交換をし、うまくネットワー

クを構築できるような体制を設けていきたいと考えております。 

 ２１ページですが、タンパク３０００プロジェクトが１８年度で終了を迎え

るわけです。そして、１８年度新規にタンパク質解析基盤技術開発ということ

で、１年間プロジェクトを立ち上げさせていただきました。今回、７件の課題

を採択させていただいたわけですけれども、それとこのターゲットタンパク研

究プログラムとの関係です。それが引き続き既得権になるのかどうかというこ

とですが、２でありますとおり、今回、そのタンパク質解析基盤技術開発を発

展させまして、ターゲットタンパク研究プログラムを概算要求させていただい

ているところでして、１９年度、もしお認めいただいた場合には、このタンパ

ク質解析基盤技術開発において採択された７つの課題の代表研究者も新たに公

募をして、審査を経て、研究をしていただくのか、おやめいただくのかを決め

た上で推進をしたいと思っています。 

 ２４ページですが、２４、２５、これは他省との連携等々です。具体的に経

済産業省との関係ですが、経済産業省は聞いておりますところ、健康安心プロ

グラムということでプログラムを構築するということを伺っておりまして、こ

れは創薬の方の橋渡し、それからまたライフサイエンスの基盤ということで位

置付けられていると伺っております。文部科学省の今回のプログラムは、膜タ

ンパクという対象は一部重複はしているようには見えますけれども、重要な生

命機能になるタンパク質群の作用機序を解明するということで、生命再現プロ

グラムという観点で、幅広く生命の機序を知らしめるというようなことを目標

にしています。 

 また、これは競争的資金による公募を念頭に置いておりまして、研究課題の
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不合理な重複や過度の集中を排除するために、うまく経済産業省、その他の省

庁と連携をとって課題の採択等々を行っていきたいと思っております。また、

成果の連携ですが、これは事業間の連携、それからシンポジウムの開催等を通

じて、その情報の交換・提供を行っていきたいと考えておる次第です。 

 また、２８ページですが、これはタンパク３０００プロジェクトで投資した

主要な機器の外部利用についてのご質問ですが、こちらのタンパク３０００プ

ロジェクトで幾つかの大学にＮＭＲほかの機材を入れていますが、これはあく

までも委託契約という目的を達成するために使用されるものでして、その終了

に当たって所有権の移転をして、今回はするということになろうかと思います。 

 また、タンパク３０００で理研の横浜に整備したＮＭＲについては、これは

あくまでも理研の運営費交付金で購入しているものでして、理研の運営方針に

従って使用されるということです。 

 なお、理研の方におきましては、施設の外部利用ということを決めていまし

て、大きくは１９年度開始を目標に、今月モニター募集を開始したところで、

その資料を３枚ほど添付させていただいているところです。 

 なかなか外部利用につきましては、いろいろなご意見もありますので、それ

を踏まえてきちんとした外部利用ができるようにやっていきたいと思っていま

す。 

 以上が大体ポイントですが、そのほか、２５、２６については技術的なこと

ですので、同席の先生方からご説明をいただきたいと思います。 

 それでは、最初に制御に関しまして、東大の長野先生の方から簡単に説明し

たいと思います。 

【東京大学】東大の長野でございます。制御領域の具体性を明示せよというこ

とですので、簡単に説明させていただきます。 

 資料の８ページ目をご覧いただけますでしょうか。 

 初めに、強調しておきたいことは、この制御領域で行う目的ですが、創薬研

究そのものを行うわけではありません。目的は、重要な生命現象になっている

タンパク質を、高感度あるいは特異的に制御する化合物を創出して、それを用

いてこの細胞内のネットワークを解明して、ひいては生命現象の解明につなげ

るということを目的にこの制御領域は行っていく方針であります。 

 そして、その制御の目的を達成するための基盤となるものは、３点あるかと

思います。 

 第１点が、少なくとも最低限１０万化合物を目標としておりますが、その化

合物のライブラリーが必要であること。また、２つ目といたしまして、高感度

で特異性、高速性を備えたスクリーニングシステムを構築すること。３番目と

いたしまして、タンパクの大量生産系及びそれの構造解析、この３点が基盤と
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して是非とも重要であると考えます。 

 このタンパクの生産と解析はもちろん生産領域、解析領域のグループと連携

を密に取り合って行うことになりますけれども、制御の中で整備いたしますラ

イブラリー、これをどうやって構築するか、またスクリーニングの技術開発は

研究になるわけですが、どのようにして行うかということがポイントになりま

す。 

 図の方をご覧ください。図は色分けしてありますけれども、濃いブルーで示

してあるところは、仮に１９年度から５年始まりました場合に、当初の３年間

中心的に行うところであります。薄いブルーの箇所は、１９年度から始まれば、

５年間を通して主に行っていくというところであります。黄色の部分は、他の

領域及び連携して行う部分であります。 

 下段の方をご覧いただきたいと思いますが、化合物は考えられるだけで膨大

な天文学的な数字があります。１,０００以下の分子量に限ってみましても、

１０の６乗個と言われるほどの天文学的な化合物がありますが、この中からい

かに効率のよいライブラリーを構築するかということが求められているかと思

います。選定の技術になるわけですが、ライブラリーとしてそこに書きました

ように、可能な限りバリエーションに富んだいわゆるＧｅｎｅｒａｌライブラ

リーとＦｏｃｕｓｅｄライブラリーに分かれます。１０万個はそれほど、例え

ば製薬会社で１００万あるいは３００万という化合物を集めているところから

言えば、意味がないのではないかということはよく言われるかもしれません。

しかしながら、このターゲットとなるタンパク、世界の最先端の研究をやって

いる先生方が、自分の持っているタンパクをリアルタイムでダイナミックにそ

の場で制御できるような化合物ができれば是非とも使いたいということになる

かと思います。 

 そういった観点から見た場合に、これらの化合物ライブラリーは付加価値が

ものすごくついた大きなものになるわけで、１０万個は確かにその製薬会社の

数に比べたら少ないかもしれませんが、ゼロということに比べて極めて価値が

あると私は考えます。いわゆる公的なライブラリーは日本には今までありませ

ん。少なくとも研究者が最終的に、これはいろいろな制度の問題があるでしょ

うけれども、自由に使えるような公的なライブラリーを整備するということは、

私は日本の国家財産になると思います。少なくとも投資をすることに何らむだ

なことではないと。５年、１０年、１５年にわたっても十分に使えるものにな

るし、価値がそれにつきますから、ますます光り輝くものになると私は信じて

います。 

 さて、具体的にＧｅｎｅｒａｌライブラリー、Ｆｏｃｕｓｅｄライブラリー

をやった上で、そしてその上に黄色で書いてあります構造解析が終了したター



 －9－

ゲット、あるいは類似構造、既知のターゲットに対しまして、いわゆるストラ

クチャーベーストＦｏｃｕｓｅｄライブラリーを構築することになります。も

ちろんホモロジーモデルベーストＦｏｃｕｓｅｄライブラリーの構築というこ

とになります。構造未知、あるいは機能未知のターゲットに対しましては、Ｇ

ｅｎｅｒａｌライブラリーでリガンドベーストのＦｏｃｕｓｅｄライブラリー

を、つまりケミカルスペースという表現をしますけれども、そこをどんどん広

げていって、できるだけ効率のよいスクリーニングを行うということになりま

す。 

 そして、次にいわゆるスクリーニングの方であります。具体的に濃い青いと

ころで示したのが当初の３年間、技術開発の研究として非常に求められている

ことかと思いますが、タンパク質間相互作用等の阻害剤の予測技術、こういっ

たことも非常に重要な技術です。ドッキングスタディの技術も重要ですが、こ

の辺のところ、ライブラリーとやるのと同時に、その右側に簡便で高感度なス

クリーニング系の提供と書いてあります。今求められているのは高感度で特異

的、高速であって、特に可能な限りフォールスポジティブを減らすようなスク

リーニング系が求められているかと思いますが、新しい技術として、もちろん

コンベンショナルスクリーニングと同時に開発していかなければならないだろ

うと思います。 

 また、技術開発といたしまして、左の一番下に書いてあります化合物アレイ

最適化技術と書いてありますが、これはワンチップで２,０００スポットとい

うアレイをつくりまして、高速で行うということが計画されております。 

 そして、このような格好のものは、その後半の２年間におきましても当然研

究支援としてさらに充実させていきまして、最終的に生命現象にとって重要な

タンパクの制御化合物をつくり出して、そしてそれをツールとして用いて生命

現象のいわゆるネットワークの解析をすることによって、生命現象を解明する

ということになります。 

 これらの成果は、当然、整理・統合されて、データベースとして情報をプラ

ットホームの領域の方に一括管理されるということで、連携を行っていくこと

が計画されなければいけないかと思います。 

 簡単ですが、以上です。 

【座長】それでは、これから質疑応答に入りたいと思います。先生方お見えい

ただいていますので、またそのときにお答えいただければと思います。 

【委員】文部科学省の説明の中にありましたところで、一番象徴的だなと思う

のは、２４ページの経済産業省との違いは何かというところで、本プログラム

が「重要な生命機能を担うタンパク質ネットワーク群の作用機序解明を目的と

してタンパク質構造・機能の解析を行う」という、この一文です。つまり、主
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役はタンパク質であるということです。 

 それから、この文章を見ると、必ずしも本プログラムが産業界に役立つとか、

出口が明確になるということは、別にここであまり意識する必要はないのでは

ないかと思うのです。そう考えると、一番奇異に感じるのは、例えば１３ペー

ジのターゲットタンパク質で、順番はあまり意識していないかもしれませんけ

れども、１番が重要な疾患、２番が食品・環境等で、３番が基本的な生命現象

で、おのおの１０題という形ですけれども、印象としては基本的な生命現象が

優先順位として１番で、基本的な生命現象であれば疾患にも絡んでくるであろ

うからこれが例えば５０％、残りの５０％について、何を優先するかというと

きに、国民への貢献度も高いし、説明しやすいということで重要な疾患という

のを持ってきて、それが２５％ぐらいというのが妥当と思います。 

 一方、医薬品の開発は非常にリスクが高いのと、時間がかかりますし、それ

から臨床試験を伴うとかいろいろ問題がありますので、非常にわかりやすく食

品・環境等という別な産業界のターゲットタンパク質も２５％やるというよう

な位置付けでやっていく必要があるのではないかと思うのです。 

 そういうふうに考えると、１４ページの部分の生産、解析、制御、それから

情報プラットホームの最初の金額の振り分けがこれでよろしいのかというのが

ちょっと気になります。今、長野先生の方から、公的ライブラリーが必要とい

う話、私は、それは十分に承知しています。公的ライブラリーがないというこ

と、それから企業が持っている数に関係なく、やはり日本国としてそういうラ

イブラリーを構築するのは非常に重要だと思います。波及効果も高いと思いま

す。 

 しかし、やはりそのタンパクが決まった後の出口を意識し過ぎているのでは

ないかと心配しています。１番に重要疾患が挙がってきて、そこのターゲット

タンパク質に関わる制御の部分で１０課題を持ってくると、恐らくタンパク質

には無関係にメディシナルケミストが勝手に合成化合物を造ってしまうような

研究プログラムが進んでします危険性は否定できません。やはり現段階で制御

に一番お金を使うというその中身が、どうしてもターゲットタンパク研究プロ

グラムという、ターゲットが主役という本来の趣旨ともう一つしっくりこない

という印象です。 

 それと、このターゲットタンパクですけれども、ライブラリーは日本で１カ

所つくるということでしょうか。 

【文部科学省】そこは、実は１８年度も生産、解析、制御ということで公募を

させていただいておりまして、これは２課題制御については採択をさせていた

だいております。東大と京大です。うまくネットワークを組んで、デマケをし

てやっていただきたいと考えて、１８年度については２課題を採択させていた
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だいております。 

【委員】このライブラリーも狭い日本ですから、何カ所もつくる必要はなくて、

１カ所で集中管理すべきです。日本国内にライブラリーをたくさんつくればつ

くるだけ、冷凍保管庫を多く設置したり、サンプルを数箇所に輸送するとか、

それらにお金がかかりますので、この辺は効率的にやる必要があると思います。 

 それからもう１点、確かターゲットタンパクのときに、企業関係者が入れる

のか入れないのかということですけれども、疾患ということにかなり重きを置

くとか、そういうことを考えると、企業関係者を入れない方が良いと思うので

す。先ほど言いましたように、生命現象にかかわる重要という形であれば、や

はりターゲットタンパクの選び方もまたおのずから変わってくると思います。

今、ターゲットが疾患とか何か少し重点が産業界に偏り過ぎているのではない

かなというのがちょっと気になるのです。 

【座長】何かコメントありましたら。 

【文部科学省】それを踏まえて検討をしたいと思います。 

 ただ、プロファイルについては、先ほど委員言われたように、生命の基本的

な解明というのが文部科学省としては中核であることは、これは間違いないと

ころです。ただ、ある程度評価、出口ということを見ると、３つを混在させて

進めているというのが現状でありまして、プロファイル委員会については、そ

ういう観点でやはりどうしても製薬の関係もありますので、現時点では入れて

いませんけれども、そのヒアリングをさせていただくとか、そういった形で企

業ニーズというのを踏まえていきたいとは考えています。 

 予算の配分についてはいろいろな方々の、とりあえず今お出ししているのは

１９年度の概算要求の段階でありまして、あくまでもネットワークを制御する

という観点から、公的なライブラリーをつくりたいという思いであるというこ

とで、今こういった形で概算要求をさせていただいているところです。 

【東京大学】今、私、制御の方を説明させていただきました。金額的に確かに

この２５億円というのは非常に膨大なお金で、委員おっしゃる意味もよくわか

りますが、ただ実際に研究に使うお金というのは、ほかよりもむしろ低いのか

なと思うのが、基本的に化合物というもの、購入と合成ということがあります

が、合成した場合でも、１つの化合物当たり当然人件費から試薬代からかかっ

てまいります。ものによりますが、５,０００円から１万円というふうに考え

たときに、それが１０万個だけで１０億円すぐ、買うだけで、買うというか、

そろえるだけ最低限かかるという格好になります。 

 当然、それを整備して、常にバックアップをしていかなければ、使ってしま

えばおしまいということではその年度だけでおしまいですから、永続的になら

ない。きちっと整備するということは、常にバックアップ体制をきちっと整え
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なければ、本当に生きたものとしては使えないと思う。そこでは基本的に、少

なくとも何億円という金がかかってしまうのです。これが、１人の人の例えば

ＣＲＥＳＴ研究とか、特別推進研究で賄えるようなお金では決してないと思う

のです。こういう大型の公的なナショナルプロジェクト的なものでやらない限

りは、永久にできないだろうなというのが私の感想です。 

【委員】私もそう思います。企業のライブラリーを構築している立場からする

と、いろいろな波及効果があることも期待できますが、先生が今お考えである

よりも、多分ライブラリーを構築するということはお金がかかると思います。 

【東京大学】かかると思います。最低限ということで、１０万化合物が十分な

のかと、最低限でも１０万集めれば、全くないゼロと１０万では圧倒的な違い

だと思うのです。今、何も手段がないという状態と１０万という化合物、もち

ろん２０万あればもっと良いものができるかもしれません。ただ、お金には制

限があるものですから、予算には制限があるから、それだけ過大なことは言え

ませんけれども、最低減１０万集めれば何とかものは、経験からしても、いわ

ゆる制御するもののヒットぐらいのものは出てくると確信しているので、１０

万というのを最低限で言ったわけです。 

【委員】国家財産としてとても重要ですけれども、是非購入とするよりは、既

に大学とか理研とかそういう公的機関が持っているライブラリーをうまく集め

て保管するという形をとっていかないと莫大な経費が嵩みますし、ライブラリ

ーとしての特徴も乏しいです。また、恐らく保管して、一定期間ごとに純度チ

ェックしたり、必要に応じて追加合成したりということも検討すべきでしょう。 

【東京大学】そうですね、化合物のバリデーションも必要ですね。 

【委員】そうですね。恐らくそこの信頼性が劣れば、使う研究者はいなくなっ

てしまいますね。 

【東京大学】全くだれも使わなくなると思うのです。だから、いかに質の良い

ライブラリーをつくるかということは、常にそこをチェックしていかなければ

いけないところで、維持していくためにはそれなりのお金が当然必要というこ

とになってくると思うのですね。 

【委員】そうだと思います。 

【東京大学】ほこりをかぶった状態では全く動かないと。買えばいいというだ

けではないと思います。 

【委員】全体的なことでちょっともよろしいですか。 

 前もって送っていただいた文部科学省の資料を読んでみたのですが、今年で

終了するタンパク３０００プロジェクトについては、ＤＮＡ関連分野では欧米

に追い抜かれてしまった面があったことから、日本はタンパクの面で凌駕して

いこうというようなフィロソフィーがあったのではないかたと思います。しか
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し本プロジェクトの場合には資料を読んでみましても、内容は委員会に任せる

ということがほとんどで、文部科学省としてのフィロソフィーをあまり受け取

ることができないように思われます。これだけの予算をかけるわけですから、

やはり国策として、こういうことを推進していくというような、つまり、どう

いうふうに考えて施策としているのかということをもう少しはっきり記述すべ

きかと思います。せっかくここで、皆さんでもむわけですから、全体像につい

ての説明が聞きたいと思いました。 

【文部科学省】２００３年にゲノム解読が終了いたしまして、その後、ゲノム

についてはエンコード計画から始まってまいりました。タンパクについては、

その当時、タンパクの基本構造というのはどれくらいあるかというのは定かで

はないものの、約１万２,０００とか１万５,０００とか言われて、そのうちの

約３分の１は日本でというようなことでタンパク３０００プロジェクトを走ら

せたということがございます。これは、ゲノムで６％しか貢献をしなかったと

いうこともあり、その後のハプロタイプの関係、それからタンパクについては、

やはり３割は日本でという思いがあったわけであります。 

 それで、今回、タンパク３０００を終了するに伴いまして、ある程度の基盤

ができたということで、ではその基盤を構築して、次に我が国としてどういっ

た方向に構造生物学を向けていっていただくかという観点を申し上げると、や

はりある程度重要なタンパクが、今１０万種類あるいはそれ以上あると言われ

ているわけですけれども、その幾つかについてはきちんとそのアカデミー、あ

るいはその世界からも評価される構造の解析をしていきたいということで、そ

の中で、やはり生命の機序をわかるということ、それから疾患というもの、そ

れから食品・環境等、そういった３つの分野において、そのＤＮＡ、それから

タンパクの構造解析の基盤、それをあわせた形できちんとした構造生物学の方

向にプロジェクトを走らせたいという思いです。 

 その中で、幾つタンパクをやるのか、どういったものをやるのかについては、

やはり世界的な研究動向を見据えて、委員会の方で議論をしていただくと。そ

れで、我々の思いとしては、先ほど疾病については６つの分野を受けて、その

中での研究の国際動向とか、我が国の研究動向を踏まえてタンパクを選定して

いくと。そして、食品・環境といったより産業界に近いものについては、５つ

の分野を例示して、その中での国際動向とか、我が国の力というものを見きわ

めてタンパクを選定していくというようなことで考えていきたいということで

す。 

【委員】そうしますと、タンパク３０００のパート２と考えてよろしいわけで

すか。 

【文部科学省】パート２ということではなくて、タンパク３０００というのは
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基盤を構築したと。そして、それに加えてゲノムであるとか、そういったとこ

ろで分子というものについてのネットワークという機能の方の解析も行われて

きていると。それをあわせて、より機能ということに着目をしたタンパク質の

構造解析、機能解析ということに向かうということです。 

 したがって、タンパク３０００がずっと続くということではなくて、タンパ

ク３０００で基盤ができたと。その基盤の上で、ゲノムであるとかと、機能の

研究の基礎研究も充実してきたと。それをあわせてタンパク質の機能及び構造

解析についてのプロジェクトを立ち上げさせていただきたい。そして、それは

国際的な動向も踏まえて、どういったタンパクを解析、あるいは機能解析をす

るかということについて、どれを選定するかについては、委員会の方で国際動

向と我が国の国内の状況を踏まえて選定をし、その解析に一歩でも二歩でも近

づけていくというようなことです。 

【委員】前回のこの評価専門委員会の意見の中で、いろいろな討論がなされた

のですけれども、私が理解する限り、このタンパク質の構造研究の重要性とい

うことは、ほとんどの委員が重要だとおっしゃっています。アンケートを出さ

れていますけれども、それを私どもが読んでいるのですが、それを拝見すると、

問題になっているのは計画の妥当性です。計画の妥当性という問題で、先ほど

委員がおっしゃったように、予算の配分をどうするのか、どういう計画を本当

に立ち上げるのかということが問題になっているわけです。 

 このターゲットタンパク質研究で予算をある額出して、技術開発研究費とし

てある額を出すというときに、だれかある研究者が、両方にまたがるときとか、

この２つの、例えば研究者のサイドから考えたときに、あるＡという研究者の

先生がおられたときに、このターゲットタンパク質研究と技術開発研究と両方

にまたがるときに、それはどういうふうな予算の獲得の仕方というか、どうい

う動きになるのでしょうか。 

【文部科学省】２つにまたがるかどうかというのは、現実問題抜きにして、概

念的に申し上げますと、まず技術開発をやる場合には、要するにこういった技

術の高度化をしたいというご提案が来て、その先生あるいはチームにお金が行

くと思います。あと、機能解析、構造解析をやりたいという方は、やはりその

機能の研究者と構造解析の研究者が多分チームになってご提案になるんだと思

います。そのときには、そのチームにということなので、そのときに解析をや

っている先生が、たまたまダブるということは理論上あるかと思いますが、そ

のときには別々―別々という言い方は、別のチームとして採択をして、１カ

所にお金が行くというのが理論上であります。ただし、そのときにはその個人

の研究者のエフォートの問題がありますので、その研究者が本当にできるのか

どうかということがあります。物理的にですね。 
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 したがって、それは他の競争的資金もそうであります。このターゲットタン

パクも競争的資金になりますけれども、他の科研費との重複の問題、他のプロ

ジェクトの重複の問題でエフォートの問題がありますので、そこは実際にその

研究ができるのかどうかというのをよく見きわめて採択をするということにな

ると思います。 

 したがって、採択はむしろ別々の審査委員会で採択をするというよりは、ブ

リッジをかけるか、同じ審査委員会にするか、そこはちょっとメンバーを見て

みなければわからないんですけれども、そういった形でエフォートがうまくで

きるような形で採択をさせていただくということになろうかと思います。 

【委員】それで、そういうふうに理解しますと、例えばターゲットタンパク質

ですごく難しいターゲットをやろうとするときには、大体技術開発もできるよ

うな、ある意味では実力といいますか実績のあるような先生方、あるいはそう

いうグループが困難なターゲットをやれるということになるのではないかと思

うのです。私はそのことに反対しているわけではありませんで、実際、現実の

問題として本当に難しいターゲットをやろうとすれば、技術開発もできるとい

うか、そういうことをやっている方が実際にはやれるということになるのでは

ないかと考えますと、本計画の組織のつくり方としては名目上ターゲットタン

パク質研究と技術開発研究というように分けてとらえなければいけないように

なっていますが、そうではなくて、それが本当に一体となって研究実施される

ような体制というのを現実にはとった方が良いのではないかと思っているわけ

です。それについてはどうですか。 

【文部科学省】それが、前回、委員からご指摘いただいた拠点化という問題に

つながるのだと思います。その拠点化というのは、タンパク３０００のプロジ

ェクトもある意味、８の大学と１の理研で拠点化をしたわけですけれども、そ

ういった形のフォーメーションが本当にいいのかどうかですね、そこはよく検

討していきたいと思います。 

 そして技術開発と、むしろそこに技術開発とあわせて機能研究というか、タ

ンパクの構造解析研究を落とした方が良いというようなことであれば、ある意

味緩やかな拠点というのもあり得るかと思います。 

 ただし、最初からここが拠点ということになってしまいますと、そこが何と

なく既得権化していくということもございますので、むしろ我々は競争的資金

という位置付けである以上、ある程度目標と課題というものを設定して、そこ

で競争をしていただくというのが、ある意味ターゲットタンパク以外のものの

競争的資金の理念でもありますので、そこの方と拠点化というのを相矛盾しな

い形でフォーメーションが考えられれば、そういったことも念頭に置きたいと

思っています。 
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【委員】１８年度のタンパク質解析基盤技術開発というプロジェクトがスター

トしましたが、これで生産の２件が通っていると理解していますが、それの例

えば阪大の高木先生のところでは、年間にどのぐらいの予算計画でやっておら

れるのでしょうか。 

【文部科学省】ちょっと数字は今確認できませんが、確か２,０００万円くら

いだったと思います。 

【委員】年間２,０００万円ぐらい。 

【文部科学省】年間といいますか、１８年度で２,０００万円と。 

【委員】１８年度が２,０００万円。そういうふうに理解します。 

 それで、前回の中で委員が言われたことはかなり私の中では重く響いている

のです。例えば無細胞発現系というのは、少しユニークな個性のある研究者が

ブレイクスルーを達成できるというようなお話があったと思いますが、具体的

には遠藤先生という名前が出ていたと理解します。それでこの予算配分の中で、

生産が年間１５億円になっています。よろしいでしょうか。この１５億円にな

っている根拠はどういうところにあるのでしょうか。 

【文部科学省】今のところ、１５億円の内訳は詳細には積み上げてはおりませ

んけれども、算定ですが、実際、現在、予算上はリンクはしません、１８年度

の今回採択されたものと１９年度のリンクはされませんけれども、一応、今回

生産については、１８年度は阪大と理化学研究所を採択はいたしました。そこ

からの大体次年度以降どんな感じで、例えば無細胞系にしても、何にしても、

やるとしたときの技術開発がどれくらいあるのかということで積算をしたもの

であります。 

 ちょっと具体的な幾らというのは、数字は今持っていませんけれども、そこ

での大体の配分です。 

【委員】そもそもこの構造研究はすごく重要であるということは、皆さんが認

識されていて、どう実施するかで、あるいはお金をどう出すかによって、日本

の構造生物学分野が非常にうまく成長できるか、逆に少し問題が生じるような

ことが起こるのかということがあり得るので、やはり単にお金を幾らどこにど

うするかということではなくて、本当にどうやれば構造研究が進むのかという

ことに基づいて予算配分が決定されなければなりません。その配分された予算

は強くその分野に影響を与えるので、その辺のところをきちんとお考えになっ

て、実施の計画をされるのが良いのではないかと思います。 

 この委員の中でも、年間の技術とターゲットが逆の方が良いのではないかと

か、いろいろな疑問が出ているわけです。もちろん人が違えば見方が違うわけ

で、いろいろな意見があって良いわけですけれども、やはりどうあるべきかと

いうことを考える必要があります。 
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 私の考えでは、もちろん違う考えがあっても良いということですけれども、

もう少し解析というところにサポートがされた方が良いのではないかと思いま

す。タンパク質の構造解析、技術開発ということで言えば、解析に金額が多く

振り向けられる方が良いのではないかと思うわけです。 

 と申しますのは、一貫して私申し上げていますけれども、結晶化したり、Ｎ

ＭＲで構造解析したりする場合でも、どうしてもそこの部分、グループ自身で

生産をするというようなことをやらなければいけませんので、実際の生産をは

じめいろいろなことを、解析の中である程度はカバーしなければいけません。

本当に生産の技術開発というところはブレイクスルーをするのだから、非常に

ユニークで個性的な方が本当に新しい技術をつくるようなことをされたら良い

のではないかと思います。 

 もう一つ解析の方にお金があった方が良いのではないかと考えます理由は、

いろいろな装置開発も行われるかもしれないですが、それは、ＮＭＲでもＸ線

でも、既にこのタンパク３０００で納入されていた装置やシステムが、これか

ら５年間、全然新しくしなくても良いわけはないわけですから、もしかすると

そういうふうに考えておられないと思いますけれども、そういうこともしなけ

ればいけないかもしれませんから、装置開発が必要になるということもありま

す。ですから、ある程度解析の方を重くするということは必要だと思います。

この委員の中でもそういう意見を幾つか見ますし、課長もその辺の実施の計画

を柔軟にするとおっしゃっていましたので、そういうことを期待しますが、ど

うでしょうか。 

【文部科学省】具体的に我々の方も生産と、それから今、委員からありました

解析については、どういった項目でどうしたら良いかというのをよく精査をし

て、そのプログラムを推進するに当たって、どういった技術要素をやっていく

ことが最終的に解析困難なものをブレイクスルーできるのか、よく見きわめた

上で柔軟に予算の配分については検討していきたいと思います。 

【委員】今、委員がおっしゃったところ、私もちょっと思うのですけれども、

タンパク３０００の基盤研究で基本的な研究施設の整備は十分やったし、産業

界にも十分貢献があった点を私は高く評価しています。解いた３０００が役立

つというのはもっと先のことであって、基盤技術の骨格となったＳＰｒｉｎｇ

－８、ＮＭＲを整備したことは非常によかったと思います。 

 研究者が立派に育ったかどうかは別としても、日本の構造解析に関わる人口

が増えたことは間違いないですね。それは企業の中でも、１人しかいなかった

ＳＰｒｉｎｇ－８の利用研究者が３人に増えたという会社もあって、大変効果

があったのは事実です。 

 今後、重要であるが解析が困難であったタンパクにこれから立ち向かうとい



 －18－

うときに、何をやろうとしたかというまずターゲット選定が重要と思うのです。

これは揺るがないと思う。その次に生産、解析、制御の情報ですけれども、情

報は後からついてくるのもので、そうすると、生産なのかというと、やはり私

は委員と同じ解析だと思います。ＳＰｒｉｎｇ－８は規模として世界一とは言

っていますけれども、御存じのように、タンパクの構造解析に限れば、世界の

中型放射光施設でも十分であり、もはやＳＰｒｉｎｇ－８は世界一という状況

ではない。一方、やはりＳＰｒｉｎｇ－８の最高機能を使ったようなビームラ

インが建設されれば、その波及効果は非常に高い。 

 ５～６年前にインハウスのＸ線とＳＰｒｉｎｇ－８は断トツの差があったん

です。しかし、今、インハウスのＸ線もかなりよくなっている。こうなってく

ると、やはりＳＰｒｉｎｇ－８にさらなるブレイクスルーが期待される。１０

億円あるいは１５億円で世界最高レベルのビームラインを１本つくるというの

が良いとは言いませんが、仮にそういう話があったとすれば、それなりの波及

効果は期待できる。そのぐらいに解析は波及効果が大きいと思います。 

【文部科学省】今、委員と委員からご指摘がありましたとおり、解析というの

は重要でありまして、ビームラインをもう一つつくるかどうかというようなこ

とです。 

 ただ、さはさりとて、一方では文部科学省の予算でエックスフィエルという

のがありまして、これがいつの段階でどう使えるかというのは、これからまだ

技術開発要素があります。そういったものを組み合わせながら、恐らく解析と

いうのは進んでいくのだと思います。したがって、解析というのは重要である

ことは間違いないし、我々としても、重点的に投資をしていきたいと思います。 

 ただ、一方で生産の方はよかったのかというと、まだまだ技術開発要素があ

りますし、無細胞系の話も、一個ブレイクスルーをするというのもあります。 

 ただ、一方で生産のラインをきちんと構築していくと。そして、そこが構築

できれば、ある意味これまで無駄な時間といいますか、いろいろ手作業でやっ

ていたのもライン化して、余った時間という言い方はあれですけれども、その

他にきちんと研究というものに時間を振り向けるというようなことも恐らく重

要な要素であろうかと思います。 

 したがって、解析だけということではなくて、生産と解析と制御と一体とな

って初めて機能と構造解析ができるという観点から、ある程度の予算の割り振

りをしていきたいと思っています。 

 ただ、先ほど言いましたように、やはりどういった技術要素があって、解析

困難なものをやるためには、生産の部分、制御の部分、それから解析の部分で

どれくらいのブレイクスルーがあればということがありますので、それはその

プロジェクトの推進をする中で、きちんと議論をして、どの程度までどうかと
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いうことで柔軟に予算の配分については検討していきたい、そしてその体制を

構築していきたいとは考えています。 

 今伺ったお話というのは、十分によく理解をしています。 

【委員】そうすると、整備された生産ラインでは比較的早い段階から使える技

術を産学官の研究者に使えるようにするという方針であり、それは先ほど長野

先生がおっしゃった公的ライブラリーを広く使ってもらうという、開かれた方

針と同じと考えてよろしいのでしょうか。 

【文部科学省】基本的にはそういう方向だと思います。 

【東京大学】今、「開かれたもの」という表現だったのですけれども、私は是

非そうすべきでないかなと思いますけれども、その上のような形で、委託研究

でやる以上、日本全部の大学にばらまいたら、それは目的外使用だからおまえ

捕まるよと言われたのですね。その点に対しては整備を、どうなのか知りませ

んけれども、少なくとも私の気持ちとしては皆さんが使えるような格好が非常

にすばらしいとは思うのですが、委託研究である以上は、共同研究者に配らな

い限りは、それはおかしいとこういうふうに言われました。ちょっと訂正いた

します。 

【文部科学省】そこについては１点だけ補足しますと、事業のあり方だと思い

ます。要するに、経費の出し方で。ただ一方では、これは全くこのプロジェク

トとは違いますが、バイオリソース事業というのがありまして、まさに提供す

ることを目的とした事業というのもありまして、これはむしろ提供というもの

を無料ではなくて実費でやっていたり何かしていますので、そこは成果の利用

をどうするかというのは、きちんと委員会の中に、ほかのプロジェクトもそう

なのですけれども、成果利用ワーキンググループというのをつくって、どうい

った形で、知財の問題もありますので、日本国内においてどう知財を確保し、

どう公開していくかというのは議論して、できるだけ公開、オープンという形

で進めていきたいと思います。 

【委員】具体的に公募でやる場合に、何か機能的に重要なタンパク質があると。

例えば、それぞれが自分の研究しているタンパク質は非常に重要だとみんな信

じているわけです。これを是非構造を解明して、もちろんその上に立った機能

をやりたいということで、公募に応募するとしますね。それがどういうインパ

クトがあるかということは書けるけれども、具体的にそれで通ったとしますね。

そうすると、それは僕はだれかに生産を頼んで、それを言われたラインに乗っ

けてもらうと。それからまた、だれかに解析をしてもらうと、そういう形でプ

ロジェクトをイメージしているのか、あるいは私がだれか特定の人を口説いて、

そういうチームをつくって、そして初めて公募すると。この両者は提案の仕方

が違うような気がするのですけれども。 
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【文部科学省】今、我々もプロジェクトをフォーメーションしていく上に、ど

ういった形が良いのかというのは議論をしてまいりました。恐らく、例えば機

能をやっておられる先生がこういった機能といって、構造解析をやっている先

生にある意味受託みたいな形にしますと、それは構造やっている先生方のモチ

ベーションというか、インセンティブがないということもあって、それは本当

に良いのかどうかというのがあります。 

 したがって、大きく２つくらい今イメージをしていまして、最初から機能を

やっておられる先生方と、それから構造をやっている先生方が一緒のモチベー

ションを持って、構造解析の先生方もやはりこれは重要だと、この解明をして

いきたいということで共同で提案する、これが恐らく一番理想的な系ではない

かと思います。それがまず一つ、大きな中核として機能及び構造解析の中核と

してあろうかと思います。 

 ただし、機能をやっている先生方が一方でなかなかだれと組んでいいのかと

いうのはわからないということであれば、ご提案いただいて、そしてここで先

ほどの拠点というのが多分出てくるんだと思いますけれども、委員言われた拠

点の先生方と―もし拠点というのがあれば、拠点の先生方とご相談をして、

是非こういった機能をやっておられる先生方からご提案があるんだけれども、

ここは構造解析はどうだろうということでそこで―ただ、最終的には全部受

託みたいな形、これは民間がやればいい話であって、基本的には一緒のモチベ

ーションを持って構造解析をしていただくというようなことでやるというのが

恐らく念頭にある系と思っております。 

【委員】ほかの省庁との重複をはっきりさせることは大切だと思います。 

経済産業省関連については、問１６の２４ページですが、シンポジウムをする

とありますが、これは情報交換には役立つかもしれませんが、具体的にどの部

分がどのように重なっていて、どう協力していくかというような案はお持ちで

しょうか。 

【文部科学省】具体的に今、経済産業省の方は恐らくここに書いてありますよ

うに、健康安心プログラムということで、膜タンパクの幾つかをやっておられ

ると思いますので、それについては、我々の方としては重複になりますのでや

らないで、今現在、経済産業省の方とうちの方とでもし可能であればすり合わ

せをして、重複しないような形で課題の選定をしていきたいと思います。 

 ただ、その成果については、ある程度技術についても入れ子でお互いやった

方がプラスアルファのシナジー効果があると思いますので、そこについては連

携をするというような形で、経産省の方とか、あるいは研究者の方でお話をさ

せていただくというようなことであろうかと思います。 

【委員】何か具体的に予定されていると考えてよろしいですか。 
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【文部科学省】今、これからです。 

【委員】経済産業省と課題がオーバーラップしてもいいわけで、それはどちら

が本当にできるかわからないわけですから、本当に経済産業省がやっているか

らやらないということは要らないと思います。 

 是非、膜タンパク質もどんどんやるべきだと思いますし、それなしではこの

プロジェクトの難しいものをやるということにならないので、やはりやった方

が良いと思います。 

【文部科学省】膜タンパクという観点からは恐らく……。競争と協調がどうい

いかというのは、まさに内閣府の方でもいろいろと、なるべくダブらないよう

にというご指摘も一方では受けておりますので、我々としてはどの声を聞いて

いけばいいかというのがありますので、よくそこはご相談をさせていただきた

いと思っております。 

【委員】それは、だから例えばＡ先生が文科省でもやり、経産省でやる、これ

は当然問題があると。だけど、膜タンパク全般を経産省に任せる、それは全然

考える必要はないことですし、さっき課長が言われたような文科省としてのス

タンスということからその位置付けができておれば、それはいいと思うのです

けれども。 

【文部科学省】先ほど言いましたのは、膜タンパクは全部ということではなく

て、まさに委員が言われたように、要するに同じ人がいろいろな重複をする、

これはやはりだめなので、それはこのタンパクだけに限らず、どこの競争的資

金もそこは見ていかなければいけないので、あとやり方が違えばまた違うかも

しれないので、そこはよく整理をして、オーバーラップというのは、不要なオ

ーバーラップのないような形でプロジェクトを進めていきたいと思います。 

【委員】繰り返しになりますが、課長が先ほど答えられたことだと、研究課題

を分けると聞こえたので、研究課題はオーバーラップしても良いのではないか

と私は申し上げたのです。 

【座長】私も一言言えば、全体のタンパク３０００のときの反省も含めて、や

はり競争の原理というのは一つ大事だと思います。このグループとこのグルー

プが同じような課題を対象としても、良いのではないですか。同じようなとこ

ろの事例整理になっていても。そこで逆に、切磋琢磨というか、競争の原理が

働かない８０億円とか１００億円というのがものすごい危険だなという感じが

します。一方で、共有化しなくてはいけないというのは、特にライブラリーみ

たいな問題は、それぞれ特徴があって、それで委員が言われましたように、１

０万、２０万で本当は何になるかわかりませんけれども、経産の方は天然物を

中心に１万とか１万５,０００とかいってるので、そういうお互い特徴を出せ

ば、ただし共有化を図れるというところは、やはりそこは図った方が良いので
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はないかというような感じがします。 

【委員】第３期の科学技術基本計画の概念の一つが国民に成果を還元するとい

うことなので、どうしても出口志向になってしまうということはしようがない

と思いながら、やはりある程度、分けていただきたいと思うのです。コメント

の一つは、日本にそんなに研究者がいて、経産省でやる研究者と文科省でやる

研究者と厚労省でやる研究者が別々にいるほど、日本はそんなに人材がいるの

かというのがちょっと心配だということが一つです。 

 ２つ目は、プロファイル委員会というのは非常に重要であって、そのときに

厚労省なり経産省なりに関連している人も入ってもらうということが意外に良

いのではないか。あるいは海外の動向を非常によくキャッチしている人、これ

は現役の研究者でなくてもコーディネーターみたいなＰＤ／ＰＯのような人に

も入っていただく必要がある。海外の動向というのは常に見ていないと、一旦

走ってもやめなければいけないということが出てくるような、そういう非常に

競争の厳しい社会だと思うのです。 

 ですから、プロファイル委員会のところを非常に気をつけないといけないと

いうことが２点目。 

 ３点目は、等しく全部に公開するというのは良いと思うのですけれども、こ

れは海外にも公開するのですかという質問です。 

【文部科学省】研究者が多いかどうか、具体的にどれくらいいるかという数字

はなかなかあれですが、少なくともタンパク３０００でいろいろな方が１,０

００人とかいまして、それよりも多分多い数だと思います。したがって、そこ

はよく横を見ながら重複をしないようにやっていきたいと思います。 

 あと、プロファイル委員会、各省、それから海外の動向でありますが、これ

はよく留意いたします。そうしないと、変に不要なオーバーラップですね、研

究課題としてはオーバーラップしても良いかもしれませんけれども、不要なオ

ーバーラップがないような形でうまく連携がとれるということ、それから海外

の動向、海外がやっているからやるのか、海外がやっていないからやるのか、

そこもよく踏まえていきたいと思います。 

 また、海外への公開でありますけれども、そこも知財という問題、今内閣府

の方でもいろいろ議論されております。恐らくナノテクの知財とライフの知財

というのはまた戦略が違うし、これは海外が先行しているものと、日本が先行

しているものでの分野での知財の戦略のあり方とも違いますので、またゲノム

とタンパクでの知財の戦略のあり方も違います。したがって、先ほど長野先生

から海外に全部公開はという話もございました。我々もそう思います。したが

って、知財を取り扱うワーキンググループでよくよくそこら辺を精査をしてい

きたいと思っています。 
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 ただ、あくまでも公的なお金でつくったものでありますので、国内の先生方、

あるいはプロジェクトに参画しておられる先生方には、できるだけ公開をする

というのを原則とすると。ただ、知的所有権のあり方というのは、また別の問

題でありますので、公開と所有権のあり方というのは別の問題でありますので、

そこのあり方については、ちょっとこれから検討をよくしていきたいと思って

おります。 

【座長】１つ質問ですが、今プロファイルの話が出ましたけれども、今３,０

００なり２,０００なりということで絞り込んできています。最終的には１２

月をめどにと。これは、絞り込んだタンパクを公開して手を挙げるとか、どう

いう形になるのですか。 

【文部科学省】そこもこれからどういう公募の仕方が良いのかというのは検討

しますけれども、ある程度ネットワーク、例えば何とかという具体のタンパク

についてではなくて、タンパク質群というネットワークについて、１０個ない

しは３０個、こういったものが今我々としては解析をしていきたいネットワー

クですということで公募をし、そこにチームとして手を挙げてもらうというこ

とだと思います。 

 ただ、これ以外にもこっちの方がすごく重要だというのがあるかもしれませ

んので、その他の課題も手を挙げてもらって、それの重要性を最終的に審査を

して、選定をするというような形になるのではないかと思っています。 

【理化学研究所】先ほど生産のところで、それが問題になることはほとんどな

いというような感じで委員がおっしゃったのではないかと思うのですけれども。

解析の方が重要であるとおっしゃったと思うのですが、ターゲットタンパクが

ここで提案されているネットワークの作用機序ということになりますと、シグ

ナル伝達や転写制御のさまざまな複合体というものは大きくて、コンポーネン

トも多くて、かつ構造解析に非常に重要なことはヘテロであって、リン酸化一

つとっても単一の状態では全く存在してなくて、その中から構造解析の資料を

つくっていくということを考えますと、恐らくまず第一の深刻なボトルネック

はものをつくるところに来る。その後、当然、小さな結晶、非常に難しい結晶

を解いてきているところで、解析に次のボトルネックが来ると思いますけれど

も、まずチャレンジしているものが、一つ一つのタンパクが難しいという以上

に、生命現象の本質とかかわった難しいものを対象としていこうとしていると

いうことで、生産のところに非常に難しいチャレンジがたくさんあるというこ

とは是非ご理解いただきたいなとお願いであります。 

【委員】そこはわかっているし、多分委員もわかっていると思います。 

 ただ、生産はやはりターゲットであるタンパク質に応じてケース・バイ・ケ

ースでこれだったら絶対生産がうまくいくのだというものが現時点ではないと
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思うのです。解析の場合は、ある程度の情報が得られれば、それなりにＮＭＲ

等の価値が認識され、解析技術に投資すれば投資するだけの、あるいは技術開

発に即したブレイクスルーが解析には存在しているのではないかとの印象です。

一方、生産の方は、これだけ投資したからといって、すぐそれが物の生産につ

ながるというわけではないということから、投資額および対費用効果というの

を慎重に検討スベキとの印象です。重要性は十分にわかっているのですけれど

も、そういう意味合いで発言しました。 

【理化学研究所】２５、２６のところを説明するつもりではないのですけれど

も、複合体の取り出し方、あるいは無細胞系技術をどう使うかということで少

し回答文書があります。そこのところを後で見ていただければ、そこには今の、

お金のことは私は何も申し上げる立場ではありませんけれども、サイエンスの

立場からいいますと、そこには細胞の中でいかにタンパク質に形をとらせ、複

合体をつくらせて、その活性をオン・オフして、ネットワークを構築していく

かというところに基本的な原理があると思っています。その原理を再現できる

かどうかが、構造解析の資料をいかに美しくつくり上げるかというところにか

かっていまして、それは僕は非常に大きなサイエンスとしてのチャレンジであ

って、お金のことを言っているのではないのですが、そこは個別ばらばらであ

って、各論であるということでは決してなくて、それが生命の理解の本質につ

ながると思っております。 

【座長】今、先生お話しのように、４１ページからずっと細かく書いていただ

きましたので。 

【委員】関連して言いますが、生産が構造研究に決定的に重要であるというこ

とは全く異論がありませんし、全くそのとおりです。ところが、生産の場合２

つの問題があって、委員がおっしゃったようにタンパク質やネットワークの研

究の研究課題によって、それぞれ極めて個性的でインディビディアルですね。

だから、あるターゲットを研究しようというときには、決定的に重要な問題を

解くある技術が重要であるということになります。 

 また、別のタンパク質なりネットワークなりを研究しようとすると、全く違

う技術開発が必要になります。ですから、それはどういう問題かというと、難

しいが、解かなければいけないターゲットに即してその問題を解くように工夫

して、開発していかなければいけないというところがまず第一の問題です。 

 それから、第二の問題として、横山先生が言われるように、生産が独立して

研究する重要な問題があります。それは何かというと、これまでだれもできな

かったようなすばらしい生産の系を開発することです。だれも考えられなかっ

たような新しいブレイクスルーをつくるというようなことは必要で、ただしそ

れはすべての課題をジェネラルに解決する、もしそれができたらすごいのです
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けれども、そういうものではなくても、何か独自の生産の技術を開発するとい

うことは重要で、技術開発として生産が必要であるということに私は全く異論

がありません。 

 ただ、それは例えば遠藤先生のような例が挙げられたように、割とユニーク

な先生がこつこつと、あるいは全然独自の考えで開発されるというやり方にな

るのではないかという議論になっているわけです。 

【座長】質疑応答の予定した時間はもうオーバーしていますけれども、せっか

くの機会ですので、質問ということでお願いしたいと思います。 

【委員】前回、質問が出ていましたが、評価が正しくされて、それでもしかし

て非常に順調にこのプロジェクトが進めばみんなハッピーですけれども、我々

もハッピーですけれども、もしうまくいかないという、あるいは問題があるな

と周りで感じるようなときに、それをどうやって軌道修正することができるの

かという手だてを考えておられるか。私どもも実は評価する―今、計画の妥

当性が問題だと申し上げていて、計画の具体的なことは検討するとおっしゃっ

ていて、ここで我々は評価を下さなければいけないわけです。評価を下してし

まって、「あれっ、違うな」というような動きになったときに、どのようにし

てそれを修正することができるのか、そのような手だてを保障されるのかとい

うことがあれば教えていただきたいと思います。 

【文部科学省】まず、プロジェクトの中におけるチェンジの仕方と、それから

対総合科学技術会議から受けるチェンジの仕方があると思います。プロジェク

トの中においては、プログラム推進委員会が常にチェックをするということ、

それから評価委員会が通常であれば、５年プログラムであれば、３年目と最終

年度でチェックをするというような体制があります。 

 あと、対総合科学技術会議との関係で申し上げると、総合科学技術会議では、

毎年毎年、我々、プロジェクトの概算要求をさせていただくということ、それ

によってＳＡＢＣという優先順位付けが下されるということ。 

 それと、大規模研究開発の評価でも恐らく定期的に評価がされるので、それ

に応じて返ってくるというようなことではないかと思います。 

【委員】前回資料の３０ページのこの組織図ですけれども、プログラム推進委

員会、評価委員会。この前議論があって、少しはっきりしてきたんですが、タ

ーゲットタンパク質研究委員会、それから技術基盤委員会のここのメンバーと

いうのは具体的にプロジェクトを推進される人が来る。つまり、公募も含めて

採択された人の研究代表者みたいな委員会という意識でいいのでしょうか。 

【文部科学省】プログラムを推進する実際にやられる研究者と、それを全体ス

ーパーバイズする、したがってその人たちはもっとびしびしっとやっているの

かということを見る先生方数名と、実際にプログラムに入っていただいている
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先生、そういったメンバーで構成をするというようなことを考えています。 

 上部の方は、むしろそういった方々が１名下から入っていきながら、全体を

総括し、調整をするというようなことでプログラム推進委員会があると。評価

委員会はここにくっついていますけれども、これは完全に切り離して、プログ

ラム推進委員会からは評価委員会とは別の体制にしていくというようなことを

今念頭に置いています。 

【座長】それでは、予定した時間が過ぎましたので、今日はいろいろとご質問、

あるいは追加質問に対してのご説明をいただきまして、ありがとうございまし

た。 

 

（文部科学省説明者退室） 

 

【座長】それでは、評価の論点の整理の考え方というところに移りたいと思い

ます。 

 この研究開発を評価するに当たっての評価の論点とすべき事項の整理と、そ

れらの内容、考え方について議論していきたいと思います。 

 今、委員の方からもご指摘がありましたので、事務局の方に確認したいので

すが、先ほどの議論からおわかりのように、皆さんがやることに対しての意義

というのはだれも反対されていない。それで、やはりタンパク３０００とは違

って、本当の意味で日本がリーダーシップをとれるような構造生物学の真の進

歩を目指してほしいと。その多くのターゲットだとか、テーマを選ぶとか、あ

るいはどういうふうにして運営していくのかというところが、ほとんどが推進

委員会で今後決めますよということでありまして、では来年の４月から動いた

ときに、３年で中間評価をやります、５年で評価をやります、これは型どおり

だと思います。実際に本当にどういう形で動いたのか。例えば、１年目とか何

年目とか、総合科学技術会議としてはどういう形で、こういう大型のプロジェ

クトの評価といいますか、チェックといいますか、そういうのをどう考えてい

るのでしょうか。 

【事務局】この大規模研究開発、約３００億円以上の研究開発の評価につきま

しては、概算要求が提出された後、事前評価を行います。これで事前評価をや

って、予算が多分つくことを期待してと思うんですけれども、予算がついて、

１９年度から事業が始まるということになるわけですが、これまでのやり方で

すと、始まって１年経過した以降、事前評価で指摘したことが実際にどのよう

になっていますかというフォローアップを実施することになっております。 

 また、毎年毎年、先ほどＳＡＢＣという話がありましたけれども、評価とい

う側で毎年チェックをしていくというようなことは、これまでにもやっており



 －27－

ませんので、指摘した内容が確実に対応されているのかどうかということは、

一つはフォローアップというやり方があり、もう一つは、３年目に文部科学省

が中間評価を実施するということになっておりますので、文部科学省が中間評

価をやった結果を踏まえて、必要に応じて、必要があれば総合科学技術会議で

もまた独自に中間評価を行うという方法があります。 

 ただ、原則は先ほど申しましたように指摘事項についての対応をフォローす

るということを、いわゆる評価側の手段としては持っているということです。 

【委員】来年の概算要求のときのＳＡＢＣにはもちろん対象となるわけですね。 

【事務局】それはもちろんそのとおりです。ＳＡＢＣは毎年見るということで

す。 

【座長】またこちらでも議論したいと思いますけれども、１つ、今、委員から

説明ありましたように、２０年の概算要求のヒアリングのときにまた十分な議

論が、それは年度として予算と一緒に議論させていただくということになると

いうことはご理解ください。 

 それでは、事務局の方からその評価の論点案というのがありまして、それに

ついて説明をお願いします。 

 

  ＜事務局から、資料４に基づき、説明が行われた。＞ 

 

【座長】今、説明がありましたように、事務局ともご相談しまして、この

（案）を出させていただきます。 

 ほかのプロジェクトとちょっと質が違うかという感じがしたのですが、今回

及び第１回の議論あるいは皆様から追加意見、追加の質問事項をいただいたと

ころ、委員が先ほど言われましたように、計画性のところに意見が集中してい

るのです。そこの部分での中身がまだはっきりしない、あるいはきちっと議論

が詰められていないとか、そういうところに集中していました。また、非常に

苦慮したのは論点の４です。 

 今日、例えば論点１「ターゲットタンパクの選定方法および研究開発テーマ

の選定方法の設定について」というような、このタイトルのところだけは今日

決めて、ご承認いただきたい。またこの後、その論点、３つなり４つなりのと

ころに従って、また改めてご意見をいただくと、そういう手順で進めたいと思

いますので、ご理解の上で、これはあくまでも案ですので、こういうふうにす

べきだとか、こういう論点が抜けているとかというのをご指摘いただいて議論

して、この場で決めたいと思っています。 

【事務局】１点だけ補足をさせていただきます。 

 お手元に事例といたしまして、「Ｘ線自由電子レーザーの開発・供用につい
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て」という、昨年行いました事前評価の報告書をお配りしています。この表紙

をめくって「はじめに」というところの後ろを見ていただきますと、３ページ

以降が評価の結論ということになっているわけですけれども、５ページの真ん

中あたりに、（２）指摘事項という項目があります。その下に①として我が国

の科学技術に対する貢献と社会・経済への波及効果について、それから次のペ

ージに②、③、７ページに④、それから８ページにはその他ということですけ

れども、全部で５項目、個別の指摘事項が、このタイトルと具体的な中身とい

うことで書かれております。 

 ここで、皆様にご検討をお願いしております今の論点というものが、最終的

にはここの指摘事項の項目のタイトルになるということを前提にしてご議論を

いただきたいと、こういうことです。 

【座長】そういう形ということでイメージして、ここの論点の表現等も含めて

ご審議をお願いします。 

【委員】いずれも重要な論点だと思うのですけれども、論点３の「説明責任を

果たすための具体的な達成目標の設定について」というのは、タンパク３００

０とターゲット研究プログラムは全く異質なものなので、説明責任を果たすた

めのというふうにくると、わかりやすくするならば、ライブラリーをつくって、

ヒット化合物を当てたというような形になってします。ターゲットとしてかな

り難しいタンパクをやっているので、これはもちろんタンパクを解くというプ

ロセスそのものも重要です。先ほど言った生産とか解析のブレイクスルーが直

接ここの５年間でこのタンパクをこういうふうに解いたというよりは、その波

及効果として、各民間企業が実施していた生産のあり方が変化したとか、ある

いは、創薬プロセスのブレイクスルーが実現したという貢献も期待できます。

もちろん役立ったということを製薬会社は言わないと思いますが、情報はキャ

ッチされていたということです。 

 そういうことから見ると、論点３のこの書きぶりというのは非常に難しいと

の印象です。 

 それから、論点４というのは、１、２、３、４というのは、普通に考えると

重要な順番と考えると、やはり資源配分というのは結構重要なところではない

かと思うのです。結局、その資源配分をしたことによって、制御の方にかけれ

ば、当然その出口も出ますし、やはり解析になれば、解析困難だったものを解

析したという形が目標になってくるだろうし、その辺の論点３と論点４の重み

づけという意味からすると、論点４の方を前に持ってきて、論点３はもう少し

書きぶりを考えた方がいいかなと思います。１、２に関しては、考え方も含め

て私はこれで良いと思います。 

【座長】今の委員の点で何かご意見ありましたら。 



 －29－

【委員】私もこの４点は、非常に総合的によくまとめられていると思います。 

 論点３につきましては、確かに例えばタンパク３０００で３,０００個やっ

たことになっていますけれども、それは言い抜けているわけで、私の評価によ

れば。それは良いとしても、私自身はそのことは数値目標がクリアになってい

て、クリアに目標が達成されたかどうかは疑問があると思っていますが、この

辺の議論３のところはどのようにするか問題です。４番目ですけれども、ター

ゲットタンパク研究と技術開発研究への適切な配分というときに、この技術開

発研究の中の配分が問題になっておりますので、そこをもう少し論点として出

していただいた方がわかりやすいかもしれません。もちろんこの２つに対する

適切な資源配分も意見がありましたけれども、この技術開発研究の中の方がか

なり、私ども気にしていることです。 

【座長】そうですね。 

【委員】先程質問しましたけれども、高木先生がやっておられる１年間の予算

の申請は２,０００万円なわけです。ところが計画では生産に１５億円１年間

で掲げているわけです。これは課長が詰まりましたけれども、そんなの説明で

きるわけがないですよ、この生産で。だから、そういう意味で技術の中での配

分のところは非常に問題だと感じます。 

【委員】生産というものについて、先ほど質問したけれども、ファクトリーを

つくって全部いらっしゃいと。それで請負をつくると。それをただにするので

あれば１５億円で全部やるとなるけれども、そうではなくて、プロジェクトに

お金が渡って、請負でやるのだったら、生産は維持費だけでいいわけですね。

その以降、出来高払いでいくというやり方もあると思うのですね。 

【委員】ターゲットタンパクの方に最初に振っておくということですね。 

【委員】そうです。私も、ターゲットタンパクに振るというので良いのではな

いかと内心思っております。もし、ただにして１５億円生産に渡すとしまして

も、できませんでしたという感じだと問題なのです。本気でやらないで、そう

いうふうに疑ってはいけないのですが、だからそのようになるおそれもあるの

で、出来高払いだったら良いのですが。でもやはりそういうやり方はよくない

ので、課長もそのように説明していなかったと思いますので、やはりターゲッ

トタンパクの方に振るなり、予算配分をもう少し、本当に効率的に、あるいは

リアルに仕事が進むようにした方が良いと思います。 

【委員】ラインは維持するとか言っている。そうすると、それをやはりどう活

用するか、予算面でどのように活用しながら全体に役立てるかというそういう

ストラテジーをやはりきちんと明示するということが重要ではないか。 

【委員】これはターゲットタンパクの研究が、例えば１８億円で、生産、解析、

制御、それから情報と書いてありますけれども、この中身が問題です。例えば、
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私がもし予算書を書けと言われたら、制御に２５億円という書き方はしないで、

この制御というのはターゲットタンパク研究をやるときにターゲットの選定と

検証に必要だという形で、ターゲットタンパクの予算に１５億円含ませて、技

術の制御に見かけで１０億円ぐらいにしておいた方が、私はわかりやすいと思

います。 

 というのは、ここで言っている解析というのは、やはり技術開発の問題です。

この制御の２５億円と解析の１０億円と生産１５億円というのは、技術開発と

しても、ターゲットタンパクとのかかわり方という点でも全然違うと思います。

そういう意味では、解析はあくまでも技術開発と設備投資であり、どういうタ

ンパクを対象としてもある程度物がくれば解析できますけれども、生産の場合

は、ターゲットタンパクを選ぶ人間の持っている知恵で、ある程度ここまでや

ったという形でそこに予算付けておかないといけない。たとえば、優れた生産

技術を持っている施設に生産を任せて、仮にできなかった場合は、そこから先

の生産は自分の予算で四苦八苦するというのはやはりおかしいと思います。 

 だから、総額としては、日本の国家予算としてはこのぐらい必要だというの

は毎回思っているのですけれども、いかにも制御に２５億円というのは違和感

がある。ライブラリーをつくるとしても、重要なことはわかっているのですけ

れども、最初から立派な公的ライブラリーをつくるというのではなくて、その

必要性と成果に応じて対処すべきです。また、ターゲットタンパクの選定と機

能検証に役立つ低分子化合物１０万が妥当かどうかということについても、も

う一度検証が必要ではないかと思います。いかにも書き方が中途半端だと思い

ます。 

【委員】感じとしては何かおもしろいタンパクが１０とか２０出てきて、その

一群に対して、ぐわっとケミカルを集めてくるとかでしょう。最初何かわから

ないのにやろうとした、これがまさに無限大になっちゃう。 

【委員】制御はタンパク質の機能研究をするのだとなっていますが、何もター

ゲットが明確になっていないときに、どうやってケミカルライブラリーを使っ

て機能研究をするのかが全然見えないわけです。だから、その問題が一つと、

やはりどうしても生産が年間１５億円はあまりに多い。これは、何か私には全

然論理的に、必然的に見えないのです。 

【委員】今日、議論になりませんでしたけれども、情報のプラットホーム、タ

ンパク３０００の出てきた成果というものがこれから役立っていこうとするに

は、やはり公的なプロテインデータバンクにただ登録したという数だけではな

くて、これをユーザーフレンドリーに構築していって、機能をつけていくとい

う作業をして、さらに、統合データベースにリンクするとなると結構お金がか

かるのです。これがいかにもすぐに使わないからというので、予算配分が少な
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いです。正直言って、ここも結構考えると変わると思います。企業から見れば、

企業が持っているライブラリーのミニ版をつくるぐらいだったら、情報プラッ

トホームの方に投資して、出口としての情報活用を意識する。タンパク３００

０が役立つときはこっちも重要と私は思います。 

【座長】おっしゃるようにユーザーフレンドリーにしたら、発信するプラット

ホームをつくるんだと、やはりそれは考えましょう。いろいろ情報を張ってい

かなければいけませんので、まさにそこの部分が多分使い勝手が重要だと思い

ます。 

【委員】論点はこれで基本的に良いのではないですか。委員おっしゃったよう

に、ちょっと比重……だから達成の目標の設定はどうですか。何個というのが

言えるか、もうちょっと抽象的な表現にするか、どういう感じですか。 

【委員】例えばタンパク３０００をやったことによって、どれだけバイオロジ

カルに重要な問題が解明されたのかとか、どれだけ重要なことがわかったのか

ということで評価できると思います。だから、そういうことがあれば、説明責

任はできると思います。それがあれば、もしかしたら創薬のヒントとしてメー

カーが使ってくださるようなことができるかもしれないわけで、それをどうや

ってわかりやすく目標として掲げられるかという問題はございますが、そうい

う設定で良いのではないかと思います。 

【委員】ターゲットタンパクというテーマの設定は非常に良いと思うのですが、

内容を一つ一つ見ていきますと、まだあまり詰まっていないような印象を与え

る面があると思います。テーマの選定方法の適正化、効果的体制の構築、それ

から目標の明確化など、もう少し具体的に提示された方が良いかと思われます。

少し言葉は悪いのですが、予算の大枠の設定はしたものの、委員がおっしゃっ

たように、具体的な中味の構築がまだ明確化されていない印象を受けます。 

 今このままの資料を提示しますと、ターゲットタンパクについての研究は大

切なのに、さらに厳しい意見が出される懸念もあります。ですから、もう少し

プロジェクト全体の方向性についての具体性を引き出していただき、こういう

ことを推進するということを書かれた方が良いように思われますが、いかがで

しょうか。 

【委員】何とかしろという形で注文をつけるのではなくて、こうしろという形

でやれば良いのではないでしょうか。具体的に、もし案をこういうふうな形で

やれとか、できてないから何とかしろという形で書くと、あまりにもネガティ

ブになってしまうので。 

【委員】課長も柔軟に対応すると明言されていましたので、柔軟に対応される

のだったら、我々の意見も聞いてくださる可能性が高いのではないかと思いま

す。 
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【座長】これからターゲットを選ぶところが、ターゲットのそこの委員会が１

２月をめどにして何か決めておく。それから、運営評価も含めて推進委員会の

方でさらにもんでいきますと、これも大体年内いっぱいに出てくるものという

ところなので、そういう意味では、推進委員会等でかなり重要なことを決めて

いきますので、それに対してこういうことをきちっと考慮して入れなさいよと

指摘するのは、我々の立場だろうと思います。ですから、こういう点はきちっ

と考えに入れてください。 

 具体的なところというのは、やはりそれなりにきちっと体制をとっています

ので、そういう簡単な指摘でという形だと思いますね。 

【事務局】やはり、我々は司令塔という立場で評価を実施するということでし

て、文部科学省は文部科学省で自らもいろいろな委員会等で自己評価、外部評

価をかけているということがありますので、あまりにも個々具体的にこれこれ

こういうやり方でやらなければいけない、こうしろということをこちらが口を

出すというのは、やはり司令塔という立場を考えるとあまり適当ではないので、

こういう考え方に立って整理が必要とか、検討が必要とかというような言い方

にしていただけるとよろしいのではないかと考えております。 

【委員】１つちょっと僕が気にしているのは、先ほどどなたかおっしゃったタ

ンパク３０００の第２期かというのはちょっと違うという位置付けだと課長も

言っていたから、やはり推進体制も大幅に見直すとか、そういう具体的な、つ

まり新しい体制でもう一遍きちっとやってくれとか、そういうことはどこかに

入れて良いのではないですか。 

【委員】実際にタンパク３０００の事務局がこのターゲットタンパク質のプロ

ジェクトの世話をしていることは明白ですし、そのように動いているわけで、

表向きは別のものだとおっしゃっていますが、こういう資料を準備しているの

はみんなタンパク３０００の事務局が行っております。良いか悪いかの問題で

はありません。事実としてそうなのです。 

【座長】先ほど具体的にご提案ありましたのは、論点３、４は４番の方が上位

の方に来るだろうと……。 

【委員】それは、私の個人的意見で、この論点で研究者の方があまり、変な方

に曲がっていかなければ私は良いと思います。 

 要するに知的財産というと研究者がいきなり特許を書いてみたりとか、いろ

いろなことで曲がったりしているのですね。結構それは研究をやっている方に

とっては非常に負担になっている。今日は知的財産の話とか人材育成のことは

出ませんでしたけれども、やはりタンパク３０００にかかわった人は次の５年

間ではさらに５歳年をとるわけですから、そういうことを考えると、人材育成

は重要な課題です。それから知的財産も、特許の数は多いですけれども、中身
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までは精査することはありませんけれども、これはタンパクにかかわる特許と

いうよりは、技術にかかわる特許を出してきたわけです。それで私は良いと思

うのですが、その辺のところで、十分冷静にやはり特許化すべきところは実施

して、特許化しないところは公開してとかいうメリハリをつければ良いのでは

ないかと思います。そういう意味での論点３であれば、このままでもよろしい

かと。 

【座長】では、評価の論点（案）という形になっていますが、この方向でいく

ということでよろしいでしょうか。 

 表現を若干変えるようなことがありましたらば、また皆さんのご了解を得た

いとは思っていますが、この場ではこのタイトルでいきたいと思います。 

 では、今までにいだきました意見、評価報告書原案というようなことをつく

るところに反映させていきたいと思っていますが、評価コメントの提出等につ

いて、事務局からお願いします。 

 

  ＜事務局から、今後の進め方等について説明が行われた。＞ 

 

【座長】評価コメントを２３日までに提出いただきまして、前回のもあわせて

評価報告書の原案を作成したいと考えております。できるだけ早く作成しまし

て、皆様の確認をお願いしたいと思います。 

 それから、１１月１３日に評価専門調査会が開催され、総合科学技術会議本

会議で審議決定ということになります。 

 以上で本日は終了としたいと思います。本日の配付資料はすべて公表という

ことになります。 

 それでは、皆さん大変お忙しい中、本評価検討会にご出席いただきまして、

また大変熱心にご議論いただきまして、ありがとうございました。 

－了－ 


